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はじめに－研究背景と問題意識
研究の背景

〇 いくつかの医療機関において消費税が非課税とされる「助産に係る資産の譲渡
等」に関して、30年余に渡り、誤って消費税を徴収していたことを公表
〇 厚生労働省が、都道府県等の衛生主幹部(局)長を通じて、医療機関に再点検す
るよう通知
〇 その後、全国の各医療機関が自主点検を行い、その結果、助産に関して消費税の
課税誤りが公表・報告されている。
〇 最初に公表した医療機関によると、課税誤りに気付いたのは受診者からの問合せ
によるものであった。
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なぜ、 30年余に渡り、医療機関は非課税であることに気づくことができなかったのか。
なぜ、妊産婦らは、助産に関して課税されていても、誤っていると気づけなかったのか。

問題意識

「助産に係る資産の譲渡等」に関する現行の規定は、納税者の法的安定性、予測可
能性を確保しているのか？



（参考）「助産に係る資産の譲渡等」

〇 消費税法第６条１項では、「国内において行われる資産の譲渡等

のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない」と規定

〇 同法別表第二において13の項目が掲げられている。

〇 大別すると「消費になじまないもの」と、「社会政策的な配慮に基

づくもの」の二つに分類される(山本, 1999、上杉, 2009)。

〇  社会政策的な配慮に基づくものとして、「医師、助産師その他医

療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等」と規定
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（参考）非課税取引の区分と項目

消費になじまないもの 社会政策的な配慮に基づくもの
1 土地の譲渡、貸付 6 社会保険医療
2 有価証券の譲渡、外国為替取引 7 介護保険・社会福祉サービス
3 利子、保証料、保険料、共済掛金 8 助産費用
4 切手、印紙、証紙、商品券等の譲渡 9 埋葬料、火葬料
5 行政手数料 10 身体障害者用物品

11 学校の授業料、入学検定料
12 学校の教材用図書
13 住宅の貸付(家賃)

6
山本(1999)をもとに作成



はじめに－研究目的
研究の目的

〇 「助産に係る資産の譲渡等」の具体的な取扱については、「消費税法基本通達」
と旧厚生省発出の「通知」と「事務連絡」（以下、「通達等」という。）に規定

〇 通達等については、これまで法源の有無や租税法律主義との関係で議論されてきた。

〇 消費税の非課税取引に焦点を当てた判例・裁判例は少なく、「助産」に係る資産の
譲渡や役務の提供に関するものは蓄積がない。

〇 そこで、消費税法非課税規定のうち、「助産」に係る資産の譲渡や役務の提供に焦
点を当て、「担税者」と「納税義務者」のそれぞれの視点から、適用・解釈と限界につい
て、実証的に検討を試みることとした。
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リサーチ・クエスチョン

 「助産」に関する徴収（課税）誤りの要因には、消費税法非課税規定における通達等
の影響があるのではないか。
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助産に係る資産の譲渡等の規定

10

消費税法第６条及び    

別表第一第八号
消費税法基本通達

厚生省通知    

(平成３年６月19日付)

厚生省事務連絡    

(平成３年９月27日付)



消費税法第６条及び別表第二第８号の射程

〇 「消費税法別表第一第8号の規定は、平成3年法律第73号による消費税法の改正により、

出産という生命の尊厳に対する社会政策的配慮から、異常分娩に係る資産の譲渡等だけで

なく（中略）、正常分娩に係る資産の譲渡等についても非課税として取り扱うこととするため

創設されたものである。」

〇 「一般に助産とは正常に経過する胎児の娩出に係る状況判断等及び当該娩出に係る補

助的に行う操作並びにそれらに付随する妊婦、産婦、じょく婦、胎児又は新生児（以下「妊産

婦等」という。）の世話等をいう（中略）消費税法別表第一第8号にいう「助産に係る資産の

譲渡等」とは、医師等の資格を有する者の医学的判断及び技術をもって行われる分娩の介助

等ないしそれに付随する妊産婦等に対する必要な処置及び世話等をいうものと解される。」11

国税不服審判所 裁決事例集№86 平24. 1.31 大裁（諸）平23-34 抄



助産に係る資産の譲渡等の規定
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消費税法第６条及び    

別表第一第八号
消費税法基本通達

厚生省通知    

(平成３年６月19日付)

厚生省事務連絡    

(平成３年９月27日付)

通達等



消費税法基本通達6-8-1

法別表第二第8号《助産に係る資産の譲渡等》に規定する「助産に係る資産の
譲渡等」には、次のものが該当する。（令５課消２－９により改正）

(1) 妊娠しているか否かの検査

(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院

(3) 分娩の介助

(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診

(5) 新生児に係る検診及び入院

13

助産に係る資産の譲渡等の範囲



消費税法基本通達6-8-２

妊娠中及び出産後の入院については、次のとおりとなるのであるから留意する。

(1) 妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院（妊娠中毒症、
切迫流産等）及び他の疾病（骨折等）による入院のうち産婦人科医が共同し
て管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(2) 出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による
入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から1月
を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(3) 新生児については、(2)の取扱いに準ずる。

14

妊娠中及び出産後の入院の取扱い



消費税法基本通達6-8-３

助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号
「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額
を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となる
のであるから留意する。

したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院（6－8－2に掲げる入院に限るも
のとし、異常分娩に伴う入院を含む。）における差額ベッド料及び特別給食費並
びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。（平12官総8－3、令
５課消２－９により改正）

15

妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い



厚生省通知 (平成３年６月19日付)抄
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「消費税法の改正について」

• 各都道府県・指定市衛生主管部 (局)宛

• 「具体的な取扱いについては左記のとおりであるご了知上関係者に周知されい。」

• 「今回の改正によって新たに「医師、助産婦その他医療に関する施設の開設者に
よる助産に係る資産の譲渡等」が非課税取引に追加されたが、従来消費税分とし
て上乗せしている部分については、税負担の軽減分に見合った 価格の引き下げを
行うよう、管下医療機関への周知徹底を図るとともに、各衛生主管部(局)医務主
管課においては今回の助産に係る消費税の非課税措置についての相談窓口を設
置されるようお願いする。」

• 「本件については、税務当局とも協議済みであることを念のため申し添える。」

• 具体的な内容は基本通達に沿って説明されている。
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３ 助産に係る資の譲渡等消費税非課措置ついて

(１) 助産に係る資産の譲渡等範囲

新消費税法別表第一第八号(助産に係る資産の譲渡等 )に規定する「医師、助産婦

その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等」には、正常分娩及

び異常分娩 (自然流産、早産、死産を含む。 )のいずれであるかを問わず、次のものが

該当する。なお、文書料については、従前通り課税であるから注意すること。

(ア) 妊娠しているか否の検査

検査の結果、妊娠していないと判明した場合も含め非課税となる。

(イ) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院

妊娠していることが判明した時以降の検診、往診についても、非課税となる。 入院

生活を営む上で必要とされるものについては、非課税とされる。 具体的には、入院費

用として徴収する室料、看護料、食事代、寝具料、洗濯代、電気代、お産パッド代、保健

指導料、薬剤料等が非課税となる。
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(ウ) 分娩の介助

分娩介助料、薬剤等は非課税となる。

(エ) 出産の日以後二か月内に行われる母体回復検診

回復検診については、その数を問わず非課税とされるものである。

(オ) 新生児に係る検診及び入院

入院生活を営む上で必要とされるものについては、非課税とされる。 具体的には、

新生児室料、新生児看護料、ミルク代、おむつ等が非課税となる。

(２) 差額ベッド料等の取り扱い

助産に係る資産の譲渡等については、平成元年一月二六日付大蔵省告示第七号「消

費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める

件」の表の下欄の金額を超える場合であっても非課税となる。したがって、妊娠中の入院

及び出産後の入院(3) に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。 )に

おける差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料ついても非課税となる。

（以下略）



厚生省事務連絡(平成３年９月27日付)

• 各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)宛

• 「（略）了知の上関係者に周知されたい。」 

• 病院等において行われる「母親学級」、「母親教室」等の健康教育については、従来
どおり課税となる。

• 妊娠中及び出産後の入院に係る付き添いに要する食事代、寝具料等については、産
婦人科医が必要と認めた付き添いに限り非課税となる。

• 出産後の授乳のために行われる乳房マッサージについては、非課税となる。

• 新生児に係る検診について、非課税となるのは出生後の入院中のものであり、いっ
たん退院した後の検診は課税となること。なお、新生児に係る入院とは、出生から１
か月を限度とする。

19

「 消費税法の改正に伴う留意事項について」 
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・租税法律主義との関係で法源性が否定される「通達」の拘束力の問題を指摘
・取扱通達（執行通達）については非公開の問題を指摘
・「解釈通達」については 、法令の定める課税要件よりも緩い課税要件を定める
「緩和通達」の問題を指摘

税務通達に関する先行研究等
学説・判例

21

〇 金子宏『租税法』、北野弘久『税法学原論』など
税務通達については法源性を否定

〇 福岡地裁（1957年２月４日判決）、東京高裁（1966年４月28日判決）

先行研究

〇 岩崎（1996） 税務通達の拘束力について検討し提言
〇 松尾（2010） 通達行政による通達課税の問題点を指摘し、通達は公開を前提と

 することを提言
〇 高木(2015)  税務通達の意義・目的などから分類を行い、通達に依拠しない制度

   の構築を提言



・医療機関においては、仕入税額控除ができない控除対象外消費税の問題
・女性特有の消費税の課税問題が存在（課税の中立性とジェンダー論）

消費税の非課税規定に関する先行研究

医療に関する消費税の非課税規定に関する先行研究

22

消費税の非課税に関する研究

・消費税非課税範囲の再検討の議論
・消費税の累積排除のための仕入税額控除について、非課税取引では代替する
仕組みについて検討

〇 西山（2013） 消費税の非課税問題に関する対処方法を法学から検討
〇 安岡（2013） 保育における消費税非課税取扱の見直しの適否を財政学から検討
〇 安部（2015a;2015b） 社会政策的配慮による消費税の非課税範囲と対処方法を

 再検討

〇 安部（2014） 累積排除のための仕入税額控除ができない診療報酬の問題を指摘
〇 品川（2016） 税率変更時の仕入税額控除相当額の診療報酬引上げの適否を指摘
〇 石村（2021） 女性の生理衛生用品への消費税課税の問題を指摘



【仮説２】
通達等では、消費税の課税・非課税が適切に判断できない「助産」に係る資
産の譲渡や役務の提供が存在するのではないか。

仮説の導出と設定

23

① 医療機関側は、なるべく仕入税額控除を適用できる取引を多くしたいと行動する。
② 診療報酬制度が適用されない保険外（自由）診療は、仕入税額控除の対象となる。
③ 保険診療か保険外診療か判断に迷う場合には、保険外診療を広めに解釈しようと
するインセンティブが働く可能性

【仮説１】
消費税を誤徴収した医療機関では、通達等に定める非課税取引について、
適用範囲を限定したのではないか。

消費税の納税義務者（医療機関）

担税者（妊産婦等）

妊産婦等は長年に渡り、受診時に課税か非課税か正しく認識できていなかった。
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調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査

26

調査対象

〇 公的医療機関等※ 計1,463か所

分析方法

〇 記述的分析

※ 医療法に基づき開設者が次の者である医療機関 ①都道府県、②市町村、③地方公共団体の組合、④国民健
康保険団体連合会及び国民健康保険組合、⑤日本赤十字社、⑥社会福祉法人恩賜財団済生会、⑦厚生農業協同
組合連合会、⑧社会福祉法人北海道社会事業協会、⑨国家公務員共済組合連合会、⑩地方公務員共済組合連合
会、⑪公立学校共済組合、⑫日本私立学校振興・共済事業団、⑬健康保険組合及び健康保険組合連合会、⑭国民
健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、⑮独立行政法人地域医療機能推進機構

調査方法

〇 公的医療機関の各ウェブサイトの公表情報、報道発表情報から該当のものを確認
〇 確認できない場合は各公的医療機関の公式ホームページの検索機能から「消費
税」、「助産」及び「課税誤り」、「徴収誤り」のキーワードで検索

調査期間

〇 令和6 （2024）年4月から7月末まで
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調査②母子保健における(非)課税取扱の実態調査

〇 母子保健法及び関連法規、並びに厚生労働省告示・通知を参考に妊産婦等が
一般的に利用する母子保健サービスを抽出
〇 母子保健サービスの課税・非課税の取扱の実態を自治体・医療機関の公式情報
から確認
調査対象

28

〇「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」
（厚生労働省告示。平成27年３月31日第二百二十六号）

〇「妊産婦、乳児及び幼児に対する歯科健康診査及び保健指導の実施について」
（厚生省児童家庭局長・健康政策局長連名通知。平成 9 年 3 月 31 日付け児発第 231 号・健政発第 301号）

〇「「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」の指針等について」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知。平成25年3月13日付け雇児母発0313第1号)

〇「先天性代謝異常検査等の実施について 」
(厚生省児童家庭局母子衛生課長通知。昭和52年７月12日付け児母衛第18号)

調査方法

調査期間

〇 令和6 （2024）年4月から7月末まで
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調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査
結果概要

31

該当施設数

〇 公的医療機関等(計1,463か所)のうち徴収誤りがあったのは、94か所（全体の6.4％）

〇 都道府県別には、
47か所のうち35か所で
該当

該当施設 総数

市町村・組合立 38 608

全国農業協同組合連合会 1 172

都道府県立 20 145

国立病院機構 28 140

済生会 1 102

地方独立行政法人 0 100

該当施設 総数

日本赤十字社 5 91

地域医療機能推進機構 1 57

国家公務員共済組合連合会 0 33

公立共済組合 0 8

北海道社会事業協会 0 7

都道府県 該当数 都道府県 該当数 都道府県 該当数 都道府県 該当数
島根県 9 徳島県 4 福岡県 2 三重県 1
山形県 7 高知県 3 愛知県 1 山口県 1
北海道 7 長崎県 3 茨木県 1 山梨県 1
広島県 6 兵庫県 3 岡山県 1 鹿児島県 1
富山県 6 宮城県 2 岐阜県 1 青森県 1
神奈川県 5 京都府 2 宮崎県 1 東京都 1
千葉県 5 熊本県 2 群馬県 1 栃木県 1
愛媛県 4 埼玉県 2 香川県 1 福井県 1
石川県 4 大阪府 2 佐賀県 1



調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査
結果概要

32

誤徴収の対象となった妊産婦等の状況

〇 198,847,941円（なお、該当者数を公表していない施設が12か所存在）

〇 １施設あたり、平均値2,454,913円、中央値800,000円、最小値440円、
最大値20,000,000円

〇 返金対応は①医療情報が確認できる範囲、②過去10年、③過去20年、④個別対応
と医療機関により対応方法が異なっていた。

返金総額

〇 76か所(全体の81％)が平成３年10月から誤徴収
（その余は病院の開設時期や医事システムの改修時期から）

誤徴収の始期

〇 217,364人（なお、該当者数を公表していない施設が12か所存在）

〇 １施設あたり、平均値2,587人、中央値1,313人、最小値2人、最大値19,464人



調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査
分析結果

No 誤徴収した項目名 施設数 基本通達 通知 事務連絡

1 差額ベッド代、個室使用料 35 〇 〇

2 病衣 31 △

3 新生児用おむつ使用料 22 〇

4 乳房マッサージ 11 〇

5 新生児聴覚検査 11 △

6 先天性代謝異常症等検査 10 △

7 お産セット(分娩セット、出産セット) 10 ？ ？ ？

8 初診時選定療養費 9 〇

9 大人用おむつ（妊婦用）、産褥ショーツ 7 △

10妊娠反応検査料等 6 〇 〇
33

〇 誤徴収した項目名を集計したところ、2６項目を確認（重複あり）

〇 なお、項目を公表していない医療機関が24か所存在（94か所中）

〇 基本通達、厚生省通知、厚生省事務連絡で明記されている場合は「〇」、

文理解釈可能な場合は「△」、解釈困難な場合は「？」を記載



調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査
分析結果（続き）

No 誤徴収した項目名 施設数 基本通達 通知 事務連絡

11胎児ダウン症等スクリーニング検査、羊水検査、臍帯血検査 4 ？ ？ ？

12新生児の入院に係る日常生活品（肌着） 3 △

13お産パット 3 〇

14妊娠中の入院 3 〇 〇

15寝具 2 〇

16母乳外来・授乳相談 2 ？ ？ ？

17弾性ストッキング 1 △

18洗濯料 1 〇

19産婦健診（１か月検診） 1 〇

20先天性サイトメガロウイルス感染症検査 1 △

21ポンぺ病スクリーニング検査 1 △

22新生児の退院時診察料 1 △

23乳児健診（入院中） 1 △

24新生児ビリルビン検査 1 △

25新生児の入院に係る自費検査 1 △

26人工乳 1 〇 34



・通達等の確認漏れ・見落としにより課税していたものと考えられ、恣意性は低い。
・但し、解釈を要する場合には、非課税となるか税務当局への確認等を経ずに、短絡
的に課税と判断したものと考えられる。（仮説は一部支持された。）
・なお通知、事務連絡は全医療機関に周知されていたのか疑問が残る結果であった。
・通達等から容易には解釈することが困難な取引も３項目存在した（次頁以降）。

調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査
分析結果の要約

35

通達等を確認すれば
非課税と判断可能

通達等を解釈することで
非課税と判断可能

基本通達 ４ 0

厚生省通知 ６ ５

厚生省事務連絡 １ ７

合計 10 12

【仮説１】消費税を誤徴収した医療機関では、通達等に定める非課税取引について、
適用範囲を限定したのではないか。



通達等からは解釈が困難な３項目
①お産セット(分娩セット、出産セット)

36

適用・解釈

〇 お産セットの内容は病院により異なる。

〇 配布していない医療機関も存在

〇 医療用に限られず、市販品が含まれている。

（医療機関でのみ取り扱うものではない。）

〇 市販品であれば課税商品となるもので構成

〇 妊婦が自分で任意に用意することもできる。

〇 非課税となることから医療機関側は控除対象外消費税の問題が発生

・授乳クッション ・使い捨てショーツ
・陣痛着 ・不織布骨盤ベルト
・特大サイズのナプキン ・赤ちゃんのお尻拭き２袋
・Lサイズナプキン5枚 ・乳頭保護クリーム
・Mサイズナプキン10枚

独立行政法人A病院のお産セット例

基本通達 6-8-1、厚生省通知（抜粋）

〇 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
〇 入院生活を営む上で必要とされるものについては、非課税とされる。
具体的には、入院費用として徴収する室料、看護料、食事代、寝具料、洗濯代、

電気代、お産パッド代、保健指導料、薬剤料等が非課税となる。



通達等からは解釈が困難な３項目
②胎児ダウン症等スクリーニング検査、

羊水検査、臍帯血検査

37

適用・解釈

〇 新生児については明記されているが、胎児に対する検査について記載がない。

〇 検診の対象は、妊婦か胎児か、または両方か、規定上は明確ではない。

〇 胎児に行うこれら検査は基本的に妊娠22週前に行われるものとなっている。

〇 非課税の趣旨（出産という生命の尊厳に対する社会政策的配慮）に全てが合致

するのか疑問

基本通達 6-8-1、厚生省通知（抜粋）

〇 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
〇 妊娠していることが判明した時以降の検診、往診についても、非課税となる。



通達等からは解釈が困難な３項目
③母乳外来・授乳相談

38

適用・解釈

〇 母乳外来・授乳相談で行った乳房マッサージ費用を誤徴収したものと推察される。

〇 「母乳外来」に関する明確な定義は存在しない。「母乳相談外来」、「授乳相談」、

「授乳指導」と称する場合ある。

〇 授乳方法、乳房のケア、卒乳までの育児支援、育児手技の指導など広範囲を対象とし

たもので、乳房マッサージのみを切り分けて非課税取扱にすることが困難であった可能性

〇 乳房マッサージは事務連絡のみに記載されており、基本通達との関係が明確ではない

ため、適切に周知されていたのか疑問

〇 なお、 （2018年からは）乳腺炎で専門医が診察した後、その処置として乳房マッサー

ジをする場合があり、その際には保険適用となっている。

厚生省事務連絡（抜粋）

〇 病院等において行われる「母親学級」、「母親教室」等の健康教育については、従来
どおり課税となる。
〇 出産後の授乳のために行われる乳房マッサージについては、非課税となる。
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母子保健における(非)課税取扱の実態調査

40

 助産に係る資産の譲渡及び役務の提供に関して適用・解釈の限界事例を検討する
ため、母子保健事業における課税・非課税の取扱の実態を事例から検討

①妊婦歯科健診

③NIPT（母体血
胎児染色体検査）

④新生児
聴覚検査

②子宮頸がん検診

⑤先天性代謝異常
症検査

胎児 新生児 乳児

母

子

妊娠 分娩 産褥

妊娠中の検診にもかかわらず課税として取扱う事例

新生児の検診にもかかわらず課税として取扱う事例



事例① 妊娠していることが判明した時以降の 
検診にも関わらず課税扱いとしている事例

位置づけ

調査結果（課税・非課税取扱の実態）

〇 自治体と医療機関の多くが「課税」として取扱

41

参考

〇 市町村が母子保健事業として公費負担する妊婦健診（医科）は非課税として取扱

〇 市町村が母子保健法に基づき公費負担

〇 歯周病が早産・低体重児出産のリスクを高めるため、妊娠中期を目安に健診を実施

検査名称

〇 妊婦歯科健診



事例② 妊娠していることが判明した時以降の 
検診にも関わらず課税扱いとしている事例

位置づけ

調査結果（課税・非課税取扱の実態）

〇 妊婦に対する子宮頸がん検診は、母子保健法として実施する妊婦健診の一部で

あれば非課税だが、健康増進法として実施する市町村がん検診の場合は課税とし

て取扱（課税・非課税が混在している実態が確認された。） 42

〇 市町村が母子保健法に基づき公費負担（別途、健康増進法としても公費負担）

〇 「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」として実施が推奨されている。

〇 別途、健康増進法において公衆衛生上のがん検診としても市町村が実施

検査名称

〇 子宮頸がん検診（細胞診単独法）



事例③ 妊娠していることが判明した時以降の 
検診にも関わらず課税扱いとしている事例

位置づけ

調査結果（課税・非課税取扱の実態）

〇 医療機関の多くが課税として取扱（非課税とする医療機関も一部存在）

43

参考

〇 胎児ダウン症等スクリーニング検査、羊水検査、臍帯血検査は非課税として整理

〇 医療技術の進展に合わせて検査方法が複数存在（母体血清マーカー（クアトロテ

スト）、コンバインド検査（超音波検査と血液検査を組み合わせて判断）、絨毛染色

体検査）→今後も増える可能性がある中、これらは課税か非課税か不明瞭

〇 不妊治療（生殖補助医療）で行う着床前診断は課税

〇 出生前診断として自由診療で実施

検査名称

〇 NIPT（母体血胎児染色体検査）



事例④ 新生児の検診にもかかわらず課税
として取扱う事例

位置づけ

調査結果（課税・非課税取扱の実態）

〇 入院中に実施した場合でも課税としたり、退院後でも非課税とする事例が存在

44

参考 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長発「新生児聴覚検査の実施について」(平成28年3月29日 雇児母発0329第2号)

〇 分娩取扱機関において新生児聴覚検査を実施する場合は、概ね生後３日以内に行う

初回検査と、生後１週間以内の確認検査（要再検）のケースで構成

〇 一般に分娩のための入院日数は、短縮傾向（以前は１週間程度、現在は５日程度）

〇 市町村が母子保健法に基づき公費負担

〇 先天性の難聴を早期発見し治療につなげるため、生後60日までに実施

検査名称

〇 新生児聴覚検査



事例⑤ 新生児の検診にもかかわらず課税
として取扱う事例

位置づけ

調査結果（課税・非課税取扱の実態）

〇 公費化されている20疾患は非課税とするも、自費検査部分は課税としている実態

を確認

45

〇 検査は生後5日から8日までに新生児のかかとから少量の血液を採取により行う。

〇 市町村が母子保健法に基づき公費負担（20疾患をスクリーニング）

〇 公費化されていない疾病検査も複数存在（ライソゾーム病、ファブリー病、ムコ多糖

症Ⅰ型・Ⅱ型、ポンペ病）

検査名称

〇 先天性代謝異常症検査及び拡大新生児マススクリーニング検査

参考

〇 公費化されていない検査は医療の進展に合わせて今後も増える見通し



調査②母子保健における(非)課税取扱の実態調査
事例検討結果の要約

46

〇 妊婦に対する検診でも、医科と歯科で（非）課税取扱が異なっている状況（妊婦歯科健診）

〇 同一対象者に行う検診でも根拠法により取扱が異なっている状況（子宮頸がん検診）

〇 通達等に明記がない新たな検査方法については課税としている状況（NIPT出生前診断）

妊娠中の検診にもかかわらず課税として取扱う事例

〇 新生児への検査でも、入・退院の時期により(非)課税の取扱が異なっている状況
                                   （新生児聴覚検査）

〇 通達等に明記がない新たな検査方法については課税している状況
（先天性代謝異常症検査及び拡大新生児マススクリーニング検査）

新生児の検診にもかかわらず課税として取扱う事例

【仮説２】通達等では、消費税の課税・非課税が適切に判断できない「助産」に係る資産の
譲渡や役務の提供が存在するのではないか。 仮説は支持された。
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考察の視点

公的医療機関の徴収誤りの実態調査結果の考察

母子保健における(非)課税取扱の実態調査結果の考察

助産に関する非課税規定の今後の方向性

48



公的医療機関の徴収誤りの実態調査の
結果を踏まえた考察

①医療現場で通達等を確認していれば判断できたものと、②通達等の解釈の範囲内
で判断できたものと、③文理解釈では判断困難なものの３つが確認された。

・ 医療機関側は消費税の側面では、納税額を圧縮したいというインセンティブから、
税の累積排除が可能となる仕入税額控除を積極的に選択（保険外診療を選好）
・ 通達等に明確に記載されておらず、非課税かどうか解釈を伴う場合（判断に迷う場
合） 、医療機関側は適切な確認等を経ずに、自由診療＝課税扱いとしたもの推察

・納税義務者（医療機関側）に対しては、再発防止に向けて確実な方法で規定する必要
・医療現場が判断に迷わないよう、非課税の範囲については具体かつ明確に示す必要

49

・ 通達等を確認し解釈して判断できたものを誤徴収した点は、医療機関側の過失
・ ただし、通知・事務連絡は、確実に医療現場に共有されていたのか疑問が残る結果

②通達等の解釈の範囲内で判断できたもの、③文理解釈では判断困難なもの

①医療現場で通達等を確認していれば判断できたもの



・医療機関側の課税・非課税の対応が画一的ではないことから、担税者は、課税か非課
税か正しく判断することが困難な状況
・特に、厚生省通知や厚生省事務連絡はこれまで公表されていなかったため、担税者は
具体的な非課税範囲を知ることができない状況であった。
・助産に係る資産の譲渡や役務の提供に関しては、法的安定性や予測可能性を高める
ため、担税者にも適切な情報提供が求められる。

母子保健における(非)課税取扱の実態調査
結果を踏まえた考察

妊娠中の検診や新生児の検診を中心に、母子保健の課税・非課税の実態を確認した
ところ、大別して３つの要素が確認された。

50

① 医科と歯科で検診にかかる課税・非課税の取扱が異なる状況

② 同一対象者に行う検診でも、検診の実施時期、適用される根拠法により、課税・非課
税の取扱いが異なる状況

③ 同一目的で実施する検査でも医療機関ごとに課税・非課税の取扱いが異なる状況



なお、別の論点となるが、今日、正常分娩にかかる分娩介助料等を保険適用化する
検討がなされているところ。この機会に取扱が不透明な自由診療とする「助産」に関
しても、一律に保険適用へ転換することも一方策だと考える。

助産に係る資産の譲渡等の
今後の取扱の方向性

51

■ 助産に関しては、「少子化対策」として今日の政策的に合致することから、引き続
き「社会政策的配慮」に基づく非課税と位置づけることが可能ではないか。
そのうえで、課税と非課税の取扱が混在している実情を踏まえると、大別して二つ

の解決方法が考えられる。
■ 案① 医療機関側が適正な税務会計処理を行えるよう、旧厚生省による通知等は、
今日の保健・医療サービス全般を網羅するように全面改訂し、更に都度、更新可能
な規定方法に改める。
■ 案② 妊産婦が不利益を受けないよう旧厚生省の通知等は廃止し、通達の範囲
で記載する５つの非課税範囲に属するものは、一律に非課税と再整理する。
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おわりに
本研究のまとめ

53

〇 消費税非課税取扱とされる「助産に係る資産の譲渡等」に関する通達等の適用・
解釈と限界について、二つの調査方法から検証を行った。
〇 医療機関の誤徴収の実態や、母子保健における不明瞭な課税取扱いから、現行
の通達等のままでは、納税義務者も担税者も適切に課税・非課税を判断することが
困難な実情が確認された。
〇 今後、看過すれば、課税・非課税の通達等が有名無実化する恐れ。
〇 助産に関する非課税取引については、規定内容の再考が求められる。
〇 その際、非課税取引の範囲を現状より制限すれば、担税者に対する社会政策的配
慮（少子化対策）に欠ける恐れ。反対に非課税取引を拡大すれば、医療機関側の負
担増による反発を招く可能性
〇 社会問題化したことを契機として、規定方法をも含めて慎重に再検討していく必要

研究の限界と今後の課題

〇 調査対象を公的病院に限ったことや、網羅的な事例検討が実施できていない。
〇 他の非課税取引についても、同様に適用・解釈、限界事例の実情を調査する必要



目次
１．はじめに

２. 非課税規定の概要と関連研究等

2.1 助産に係る資産の譲渡等の規定

 2.2 先行研究等と仮説設定

３． 調査方法

 3.1 公的医療機関の徴収誤りの実態調査

3.2 母子保健サービス等の(非)課税取扱の実態調査

４. 分析結果

4.1公的医療機関の徴収誤りの実態調査

4.2母子保健における(非)課税取扱の実態調査

５． 考察

６. おわりに

参考文献 54



安部和彦 (2014)「消費税法における税率構造と仕入税額控除との対応関係に関する研究－医療非課税を中心にして－」 一橋大学。

安部和彦 (201５a)「社会政策的配慮に基づく消費税の非課税措置の将来像（上）」 『税務弘報』 2015年６月号 119-128頁。

安部和彦 (2015b)「社会政策的配慮に基づく消費税の非課税措置の将来像（下）」 『税務弘報』 2015年７月号 159-164頁。

石村耕治 （2014）「消費税の今後：複数税率化と仕入税額控除～価値材/サービスへの課税除外措置や逆進性解消策のあり方をグローバルに検証する」 『白鷗大学法科大学院紀要』

第８号 85-164頁。

石村耕治 （2021）「問われるタンポン課税と納税者の権利～世界の動向と米のタンポン課税違憲訴訟を探る」 『国民税制研究』 第7号 3-52頁。

岩崎政明（1996）「租税行政規則の外部効果租税行政規則の外部効果 : 特に法解釈・事実認定に関する税務通達の拘束力について」 『横浜国際経済法学』第４(2)号 25-50頁。

岩﨑政明 (1997)「税務通達の公開と税務行政指導」『日税研論集』 第36号 19-42頁。

上杉秀文 (2009)『例解実務ガイド消費税法』 税務研究会出版局。

上松公雄 (2020)「消費税前史(わが国における一般消費税に関する調査、検討の沿革) 『大原大学院大学研究年報』 第14号 103-120頁。

占部裕典 (2002)『租税法の解釈と立法政策Ⅱ』 信山社。

糟谷修 (2019)「消費税非課税制度の問題点」 『愛知淑徳大学論集』 第15号 27-44頁。

金子宏 (2010)『租税法 第15版』 弘文堂。

北野弘久 （2009）『税法学原論 第７版』 青林書院。

厚生省健康政策局長発通知 「消費税法の改正について」(平成３年６月19日付, 健政発第362号)。

厚生省健康政策局総務課発事務連絡 「消費税法の改正に伴う留意事項について」(平成３年９月27日付)。

厚生労働省厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官発通知 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保
険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付, 保医発0313003号(最終改正：令和2年3月5日付, 保医発0305第5
号))。

厚生労働省医政局総務課発事務連絡 「助産に係る資産の譲渡等に係る消費税の非課税措置について」(令和３年12月27日)。

国税庁 「税務訴訟資料」 第262号－247(順号12097)。

参考文献①

55



湖東京至 （1999）『消費税法の研究』信山社。

下山朗・沈成珠 (2023)「控除対象外消費税による損税の推計 －学校法人を事例として－」 『大阪経大論集』 第74(1)号 23-36頁。

品川芳宣 （2003）『租税法律主義と税務通達』 ぎょうせい。

品川芳宣 （2016）「社会保険診療報酬に係る消費税非課税制度のあり方」 『税研』 第188号 60-65頁。

首藤重幸 (2006)「消費税法解釈論上の諸問題」 『租税法研究』 第34号 18-34頁。

鈴木善充 (2011)「消費税における益税の推計」 『会計検査研究』 第43号 45-56頁。

総務省 (2021)『地方公営企業年鑑(令和３年度)』。

高木克己(2015)「税務通達の性格」 『駒大経営研究』 第47(１・２）号 1-23号

西山由美 (2013)「非課税範囲等の再考」『税研』 第28(5)号39-44頁。

野一色直人 (2015)「消費税における課税対象」『税法学』 第573号 225-252頁。

橋本恭之 (2010)「消費税の逆進性とその緩和策」『会計検査研究』 第41号 35-53頁。

濱田正義編 (2018)『平成30消費税法基本通達逐条解説』 一般財団法人大蔵財務協会。

松井直 (2010)「租税法律主義と通達」 『高岡法学』 第28号 65-84頁。

水野勝 (2006)『税制改正五十年－回顧と展望－』 大蔵財務協会。

宮川博行 (2022)「税務相談Q&A 消費税 産後ケア事業の非課税化(令和３年度改正)」 『税経通信』 第77(1)号 164-166頁。

村井正 (2014)「消費税法上の非課税取引は全廃か,課税選択権か ～最善策が無理であれば次善策を～」 『税研』 第173号16-25頁。

森信茂樹 (2000)『日本の消費税 導入・改正の経緯と重要資料』 納税協会連合会。

安岡匡也 (2013)「保育サービスに対する消費課税の考察」 『会計検査研究』 第47号 125-137頁。

山本守之 (1999)『実務 消費税法(新版４訂版)』 税務経理協会。

参考文献②

56


	スライド 1: 消費税非課税取引に関する通達等の　適用・解釈とその限界 -助産に係る資産の譲渡・役務の提供を中心に-
	スライド 2: 目次
	スライド 3: 目次
	スライド 4
	スライド 5: （参考）「助産に係る資産の譲渡等」
	スライド 6: （参考）非課税取引の区分と項目
	スライド 7
	スライド 8: 目次
	スライド 9: 目次
	スライド 10: 助産に係る資産の譲渡等の規定
	スライド 11: 消費税法第６条及び別表第二第８号の射程
	スライド 12: 助産に係る資産の譲渡等の規定
	スライド 13: 消費税法基本通達6-8-1
	スライド 14: 消費税法基本通達6-8-２
	スライド 15: 消費税法基本通達6-8-３
	スライド 16: 厚生省通知 (平成３年６月19日付)抄
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19: 厚生省事務連絡(平成３年９月27日付)
	スライド 20: 目次
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23: 仮説の導出と設定
	スライド 24: 目次
	スライド 25: 目次
	スライド 26: 調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査
	スライド 27: 目次
	スライド 28
	スライド 29: 目次
	スライド 30: 目次
	スライド 31: 調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査 結果概要
	スライド 32: 調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査 結果概要
	スライド 33: 調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査 分析結果
	スライド 34: 調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査 分析結果（続き）
	スライド 35: 調査①公的医療機関の徴収誤りの実態調査 分析結果の要約
	スライド 36: 通達等からは解釈が困難な３項目 ①お産セット(分娩セット、出産セット) 
	スライド 37: 通達等からは解釈が困難な３項目 ②胎児ダウン症等スクリーニング検査、 羊水検査、臍帯血検査 
	スライド 38: 通達等からは解釈が困難な３項目 ③母乳外来・授乳相談 
	スライド 39: 目次
	スライド 40: 母子保健における(非)課税取扱の実態調査
	スライド 41: 事例①　妊娠していることが判明した時以降の 検診にも関わらず課税扱いとしている事例
	スライド 42: 事例②　妊娠していることが判明した時以降の 検診にも関わらず課税扱いとしている事例
	スライド 43: 事例③　妊娠していることが判明した時以降の 検診にも関わらず課税扱いとしている事例
	スライド 44: 事例④　新生児の検診にもかかわらず課税として取扱う事例
	スライド 45: 事例⑤　新生児の検診にもかかわらず課税として取扱う事例
	スライド 46: 調査②母子保健における(非)課税取扱の実態調査 事例検討結果の要約
	スライド 47: 目次
	スライド 48: 考察の視点
	スライド 49: 公的医療機関の徴収誤りの実態調査の　　結果を踏まえた考察
	スライド 50: 母子保健における(非)課税取扱の実態調査結果を踏まえた考察
	スライド 51: 助産に係る資産の譲渡等の 　　　　　　　　　　　　　　　今後の取扱の方向性
	スライド 52: 目次
	スライド 53
	スライド 54: 目次
	スライド 55
	スライド 56

